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杉並区競争入札参加者心得 

                                                                        杉 並 区 

 （目 的） 

第１条  この心得は、杉並区契約事務規則（昭和39年規則第19号。以下「規則」という。）

に基づき、工事又は製造の請負契約、委託契約､物品購入契約、その他の契約の締結につ

いて、杉並区（以下「区」という。）が行う一般競争入札又は指名競争入札（以下「競

争入札」という。電子入札案件（東京電子自治体共同運営電子入札サービス（以下「電

子入札サービス」という。）により処理する入札案件をいう。以下同じ。）を含む。）

に参加する者が守らなければならない事項を定めることを目的とする。 

 

 （法令等の遵守） 

第２条  競争入札に参加しようとする者（以下「入札参加者」という。）は、地方自治法

（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）、規則及びその他関係法令等を遵守しな

ければならない。 

 

 （資格確認及び指名の取消） 

第３条 一般競争入札に参加する資格を有すると確認された者（以下「資格確認を受けた

者」という。）及び指名競争入札の参加指名を受けた者（以下「指名を受けた者」とい

う。）は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」という。）第167条の

４第１項の規定に該当する場合は、直ちに届け出なければならない。 

２ 前項に該当した者に対して行った一般競争入札参加資格の確認及び指名競争入札の参

加指名は、区において特別の理由がある場合（被補助人、被保佐人、成年被後見人又は

未成年であって、契約締結のために必要な同意を得ている場合を含む。）を除くほか、

これを取り消す。 

 

第４条  資格確認を受けた者及び指名を受けた者が次の各号のいずれかに該当する者とな

り、又はこれに該当する者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として

使用した場合は、当該資格確認及び指名を取り消す。 

(1) 杉並区競争入札参加有資格者指名停止に関する要綱（平成22年３月23日杉並第6547

6号）に定める指名停止要件に該当する者 

(2) 杉並区契約における暴力団等排除措置要綱（平成23年１月17日杉並第53890号）に

定める入札参加除外措置要件に該当する者 

(3) 契約の履行に当たり、故意に工事又は製造若しくは受託業務を粗雑にし、又は物件

の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

(4) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立

  を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

(5) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

(6) 法第234条の２第１項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行

を妨げた者 

(7) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 
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(8) 前各号のいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を契約の履行に当

たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

 

第５条  資格確認を受けた者及び指名を受けた者について、経営、資産、信用の状況の変

動により、契約の履行がなされないおそれがあると認められる事態が発生したときは、

当該資格確認及び指名を取り消すことがある。 

 

 （入札保証金） 

第６条  入札参加者は、その見積もる契約金額（単価による入札においては、発注見込額

又は契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。）の100分の３以上の入札保証金を納付

しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一

部を納付しないことができる。 

(1) 保険会社との間に区を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき 

(2) 一般競争入札に参加する資格の確認において、入札保証金の全部又は一部の納付を

要しないものとされたとき 

(3) 指名競争入札の参加指名を受けたとき 

 

（入札保証金の納付に代わる担保）  

第７条  前条の規定による入札保証金の納付は、規則第12条に定める担保の提供をもって

これに代えることができる。 

 

 （入札の基本的事項） 

第８条  入札参加者は、区から指示された図面、仕様書、契約書案、その他契約締結に必

要な条件（以下「図面等」という。）を検討のうえ、入札しなければならない。この場

合において図面等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。 

２ 図面等に誤記又は脱落があった場合において、当該誤記又は脱落が提示された図面等

の相互の関係により明白であるときは、落札者は、その誤記又は脱落を理由として契約

の締結を拒み、又は契約金額の増額を請求することができない。 

３  第１項の入札は総価により行う。ただし、発注公告又は指名通知において単価による

べきこと又は総価以外での指示をした場合においては、その指示するところによる。 

４ 第１項の入札における入札金額は、契約希望金額から消費税及び地方消費税相当額を

控除した金額を入札書（電子入札案件においては、入札書に代わる電磁的記録をいう。

以下同じ。）に記載すること。ただし、発注公告又は指名通知において、別の指示があ

る場合には、その指示するところによる。 

 

 （図面等の取り扱い） 

第９条 入札参加者は、区から貸与された図面等を入札終了後に速やかに廃棄しなければ

ならない。 

２ 入札参加者は、図面等により知り得た情報について、当該案件の入札以外の目的に利

用し、又は他に漏らしてはならない。 
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３ 電磁的記録による図面等に関しても前２項と同様に取り扱うものとする。 

 （入札の辞退） 

第10条 入札参加者は、入札執行の完了に至るまで、いつでも入札を辞退することができ

る。 

２  入札参加者が入札を辞退するときは、入札締切日時前までに、電子入札サービスによ

り辞退届の送信を行うこととする。ただし、紙入札を認められた場合においては、入札

辞退届（標準様式３）を契約担当者等に直接持参し、又は郵送（入札日の前日までに到

達するものに限る。）して行う。 

３  入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受け

るものではない。 

 

 （公正な入札の確保） 

第11条  入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律

第54号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

２ 入札参加者は、入札に当たって、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入

札意思について、いかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 

３ 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示して

はならない。 

４ 入札参加者は、入札前に他の入札参加者及び予定価格を探る行為をしてはならない。 

 

 （入 札） 

第12条 入札参加者は、電子入札サービスの入札書に必要な事項を入力し、あらかじめ発

注公告又は指名通知において指定した入札締切日時までに提出しなければならない。 

２ 契約担当者等により紙入札が認められたときは、入札書（標準様式１）に必要な事項

を記載し、押印（あらかじめ届け出た印鑑に限る。）の上、封筒に入れ封をしなければ

ならない。封筒（標準様式２）には、件名、宛名、入札書在中の文言及び入札者の氏名

等を記入し、裏面に封印を行い、発注公告又は指名通知に示した時刻までに、指定した

場所まで提出しなければならない。 

３ 郵送入札による入札参加者は、前項により作成した入札書を専用封筒に入れて件名、

宛名、入札書在中の文言及び入札者の氏名等を記入し、裏面に封印を行い、発注公告又

は指名通知に示した期日までに、郵便局止で郵送しなければならない。 

４ 前３項の入札は、あらかじめ届出のある代理人に行わせることができる。 

５ 入札書は、１人１通に限る。入札者は、他の入札者の代理人となることができない。 

 

 

 （入札書の書換等の禁止） 

第13条 入札参加者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができ

ない。 

 

 （開 札） 
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第14条 開札は、あらかじめ指定した日時において行う。その際入札者を立ち会わせるこ

とができる。 

２、入札者が立ち会わないときは、区職員を立会人として行う。 

 

 （再度の入札） 

第15条  開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格に入札

がないときは、直ちに再度の入札（以下「再度入札」という。）を行う。再度入札の回

数は、原則として２回以内とする。ただし、予定価格を事前に公表している入札案件に

おける入札回数は１回とし、再度入札は行わない。 

２ 契約担当者は、電子入札サービスにより再度入札を行うときは、入札書の締切日時及

び開札予定日時等の必要事項を、速やかに入札参加者に通知しなければならない。 

３ 再度入札において入札書を提出しない入札参加者、又は送信した入札書が締切日時ま

でに電子入札サービスのサーバーに到着しない入札参加者は、再度入札を辞退したもの

とみなす。 

 

 （再度入札の入札保証金） 

第16条 前条の規定により再度入札する場合においては、再度入札前の入札に対する入札

保証金の納付（入札の保証金の納付に代えて提供された担保を含む。）をもって再度入

札における入札保証金の納付があったものとみなす。 

 

 （入札の取りやめ等） 

第17条  入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執

行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は

入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 

 

 （入札の無効） 

第18条  次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

(1) 入札に参加する資格がない者のした入札 

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金の納付又はこれに代わる担保の提供をしない

者のした入札 

(3) 電子入札サービスの入札書が入札締切日時までに、システムのサーバーに到達して

いない入札  

(4) 紙入札を認められた場合において、入札書が定められた日時までに定められた場所

に提出されていないもの 

(5) 郵送による入札を認められた場合において、その送付された入札書が定められた日

時までに定められた場所に到着しないもの 

(6) 入札書の金額表示を訂正したもの、又は金額を改ざんした入札 

(7) 予定価格が事前公表された入札案件において、予定価格を超えた入札 

(8) 積算内訳書の提出を予め発注公告又は指名通知において指示した案件において、積

算内訳書をあらかじめ作成していないもの又は契約担当者が提出を求めた日時まで
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に提出しない者のした入札 

(9) 積算内訳書の記載事項が不明なもの又は積算内訳書に記名若しくは押印がないも

の 

(10) 入札書の記載が不明なもの又は入札書に記名若しくは押印又はこれに相当する電

磁的記録の記載がないもの 

(11) 電子入札サービスの画面上に示された文字種、文字数、記載例その他の指定に従

わないで入力した事項を含む入札 

(12) 電子入札サービスにおいて、入力が必要な項目を入力せず、又は不要な項目を入

力した事項を含む入札 

(13) 紙入札を認められた場合において、同一事項の入札について２通以上の入札書を

提出した者の入札で、その前後を判別できないもの又は後発のもの 

(14) 紙入札を認められた場合において、他人の代理を兼ね又は２人以上の代理をした

ものに係る入札 

(15) 電子入札サービスの不正利用及び電子証明書の不正使用により行った入札 

(16) 前各号のほか、入札に関する条件に違反した入札 

 

 （再度入札の参加資格喪失） 

第19条 次の各号のいずれかに該当した入札参加者は、再度入札の参加資格を失うものと

する。 

 (1) 初回又は再度の入札に不参加の入札参加者 

 (2) 初回又は再度の入札を辞退した入札参加者 

 (3) 最低制限価格を設けた入札案件において、最低制限価格未満の入札をした入札参加

 者 

 (4) その他、公正な競争を乱すおそれがあると契約担当者が判断した入札参加者 

 

  （落札者）  

第20条  入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は

最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、工事又は製造その他の請負及

び委託における競争入札の場合においては、次条及び第22条の定めるところにより予定

価格の制限の範囲内の価格で入札をした者のうち、最低の価格で入札した者以外の者を

落札者とすることがある。 

 

  （契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低価格の入札者以外の者を

落札者とする場合）  

第21条  工事又は製造その他の請負及び委託における競争入札の場合において、予定価格

の制限の範囲内で最低の価格で入札をした者の当該入札に係る価格によっては、その者

により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときは、その者

を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で入札をした他の者のうち、最低の価

格で入札をした者を落札者とすることがある。 
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  （低入札価格調査制度）  

第22条  工事又は製造その他の請負及び委託における競争入札の場合において、予定価格

の制限の範囲内で最低の価格で入札をした者（失格基準価格を設定した場合には、設定

された基準価格以上の価格で入札した者の内で最低の価格で入札した者をいう。）の当

該入札に係る価格が、あらかじめ設けた調査基準価格を下回り、その者により当該契約

の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査されることとなっ

たときは、その者は、当該調査に協力するものとする。 

２ 前項の調査に協力しない場合には、落札者の資格を失うものとする。 

 

 （最低制限価格の設定） 

第23条  工事又は製造その他の請負及び委託における競争入札の場合において、当該契約

の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めてあらかじめ最低制限価格

を設けたときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とせず、

予定価格の制限の範囲内の価格で設定された最低制限価格以上の価格で入札をした者の

うち最低の価格で入札をした者を落札者とする。 

 

 （低入札調査価格、最低制限価格の設定） 

第24条 低入札調査価格を設けて落札者を決定できる契約、又は最低制限価格を設けて落

札者を決定できる契約は、杉並区競争入札実施要綱（平成14年４月１日杉政経発第137

号）に規定する契約案件とする。 

 

 （同価格の入札者が２人以上ある場合の落札者の決定） 

第25条  落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該入札

者にくじを引かせて落札者を決定する。 

２  前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わ

って当該入札事務に関係のない区職員がくじを引く。 

３ 電子入札案件において、落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、

当該入札者があらかじめ入札書に記入した「くじ番号」により、電子入札サービスの電

磁的処理によってくじ引きを行い、落札者を決定する。 

 

 （入札結果の通知） 

第26条 開札した場合において落札者があるときは、その者の氏名（法人の場合にはその

名称）及び落札金額を、落札者がないときはその旨を、入札参加者に知らせるものとす

る。この場合において、落札者となったものには、落札者となった旨を通知する。 

２ 電子入札案件における通知は、電子入札サービスにより行う。 

 

 （前金払） 

第27条 公共工事の前金払いは、入札の条件として、当該工事が前金払い対象予定工事で

ある旨を明示したものについて行う。 
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 （中間前金払） 

第27条の２ 公共工事の中間前金払いは、入札の条件として、当該工事が中間前金払い対

象予定工事である旨を明示したものについて行う、ただし、部分払いを受ける場合は、

中間前金払いを受けることはできない。 

 

 （契約書等の作成） 

第28条  契約書（契約内容を記録した電磁的記録を含む、以下同じ。）を作成する場合に

おいては、落札者は、区長又は契約担当者（以下「契約担当者」という。）から交付さ

れた契約書案（契約書の作成を省略する場合にあっては請書。以下本条において同じ。）

に記名押印し遅滞なくこれを契約担当者へ提出、又は契約内容を記録した電磁的記録に

当事者の作成に係るものであることを示すための措置を遅滞なく講じなければならない。

ただし、契約担当者の承諾を得て、この期間を延長することができる。 

２ 前項の期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失うことがある。 

 

 （契約の確定） 

第29条  契約書を作成する契約においては、当該契約は、契約担当者が落札者とともに契

約書に記名押印したとき、又は契約内容を記録した電磁的記録に当事者双方の作成に係

るものであることを示すための措置を講じたときに確定する。 

 

 （入札保証金の返還） 

第30条  入札保証金（入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下本条におい

て同じ。）は、落札者に対しては契約保証金の納付後（契約保証金の納付に代えて担保

が提供される場合においては、当該担保の提供後）、その他の者に対しては落札者の決

定後これを返還する。 

２  前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、当該各号に定めるところによ

 り入札保証金を返還する。ただし、落札者以外の者に対しては、この限りでない。 

(1) 契約保証金の全部を納めさせないこととした場合においては、契約の確定後 

(2)  契約書の作成を省略し、かつ、契約保証金の全部を納めさせないこととした場合に

  おいては、請書の提出後 

３  落札者以外の者が入札保証金の返還を受ける場合においては、入札保証金領収書を金

 銭出納員に提出するものとする。ただし、有価証券以外の担保の提供により入札保証金

 の納付に代えた場合は、この限りでない。 

 

 （入札保証金に対する利息） 

第31条 入札保証金を納付した者は、入札保証金を納付した日からその返還を受ける日ま

での期間に対する利息の支払を請求することができない。 

 

 （入札保証金の没収） 

第32条  入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、当該

落札者の納付に係る入札保証金（入札保証金の納付に代えて提出された担保を含む。）
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は、区に帰属する。 

 

 （契約保証金） 

第33条  落札者は、契約金額（単価による契約においては、発注見込額又は契約金額に予

定数量を乗じて得た金額とする。）の100分の10以上の契約保証金を、契約書（契約書の

作成を省略する場合においては、請書）の提出前に納付しなければならない。ただし、

次に掲げる場合においては、その全部又は一部の納付を要しない。 

(1) 落札者が、保険会社との間に区を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 落札者から委託を受けた保険会社と区が工事履行保証契約を締結したとき。 

(3) 発注公告又は指名通知等において、契約保証金の全部又は一部の納付を要しないも

のとされたとき。 

２  前項の規定による契約保証金の納付は、規則第46条の２に定める担保の提供をもって

これに代えることができる。 

 

 （議会の議決を経なければならない契約） 

第34条  発注公告又は指名通知において、あらかじめ議会の議決を要する契約とされた場

合、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年３月杉

並区条例第１号）の定めるところにより杉並区議会の議決に付し、可決された後に契約

を確定させる。なお、関連する契約についても、議会の議決を経なければならない契約

に準じた扱いとする。 

２ 前項の契約については、落札者は仮契約書を提出しなければならない。 

 

 （準 用） 

第35条 本心得の各規定は、区が競争性をもって行う契約締結手続きにおいて準用する。 

 

 （委 任） 

第36条 本心得に定めるもののほか、必要な事項は、総務部経理課長が別に定める。 

 

                             ６杉 並 第 3 6 3 2 1 号 

                                                        令和６年10月１日施行 
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  第１２条関係 標準様式１ 
 

 

 

入 札 書 

 

 

 

          件名                                             

    

  

 

 億 

 

 千 

 

 百 

 

 十 

 

 万 

 

 千 

 

 百 

 

 十 

 

 円 

 

 

                         納入する   
         上記金額をもって        ため競争入札参加者心得及び契約条項を 

                         請負う    

       承諾のうえ入札いたします。 

 

 

         年  月  日 

 

                      宛 

 

 

 

           住    所 

             商号又は名称 

           代表者氏名                                印 

 

 

                                 

（日本工業規格Ａ列４番） 

   

 単価契約等により、円未満の単位が必要な場合は、適時単位欄を記載できる。 
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   第１２条関係 標準様式２ 

    表 面               裏 面 
 

 

 
 
 
             契    件    入 
             約    名    札 
             担          書 
             当    ○    在 
             者    ○    中 
                   ○ 
             職    ○ 
             氏    ○ 
   氏  住    名    ○ 
   名  所          ○ 
           宛 

  
 
 
             印 
 
 
 
 
 
             印 
 
 
 
 
 
 
             印 

 

                   洋形封筒の封印は、様式２に準じる。 

   

第１０条関係 標準様式３ 
 

 

入札辞退届 

 
 
       件名                                             
 
 
      上記について、指名を受けましたが、都合により入札を 
 
   辞退します。 
 
         年  月  日 
 
               住    所 
                 商号又は名称 
               代表者氏名                      印 
 
 
       （契約担当者 職 氏名 ）  宛 
 
                       （日本工業規格Ａ列４番） 

 


